
バイク処分に関する同意書

当バイクセンター（大阪府摂津市鳥飼本町3-12-11 バイクセンター)は

お客様より依頼頂きました

[             　　　　　　　       　        ]番の[                  　　　  ]

[                  　　　　　　       　　   ]番の[         　　         　  ]

を不法投棄等、法律・条令に違反する事無く責任を持って確実に処分する事をお約束

致します。なお、以下の事柄によってバイク処分が不可能な場合、バイクをお客様に

返却し、輸送実費（5000円程度）のご負担を頂きます。

・盗難車両をご依頼頂いた場合（盗難届の解除をしていない場合）

・所有権が他人にある、もしくは処分する権利の無いバイクをご依頼された場合

住所：

氏名：

年　　　月　　　日

バイク処分に関する同意書

住所： 大阪府摂津市鳥飼本町3-12-11

氏名： バイクセンター:担当　

私は以下を了承した上でバイク処分を依頼致しました。

お客様に下記をご了承の上でバイク処分を承諾しました。

当バイクセンター（大阪府摂津市鳥飼本町3-12-11 バイクセンター)は

お客様より依頼頂きました

[             　　　　　　　       　        ]番の[                  　　　  ]

[                  　　　　　　       　　   ]番の[         　　         　  ]

を不法投棄等、法律・条令に違反する事無く責任を持って確実に処分する事をお約束

致します。なお、以下の事柄によってバイク処分が不可能な場合、バイクをお客様に

返却し、輸送実費（5000円程度）のご負担を頂きます。

・盗難車両をご依頼頂いた場合（盗難届の解除をしていない場合）

・所有権が他人にある、もしくは処分する権利の無いバイクをご依頼された場合

年　　　月　　　日

バイクセンター控

お客様控


